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農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

農
業
生
産
法
人
に
よ
る
多
様
な
経
営
展
開

一

農
業
経
営
を
営
み
、
又
は
営
も
う
と
す
る
者
が
作
成
す
る
農
業
経
営
改
善
計
画
に
は
、
関
連
事
業
者
等
が
当
該
農
業
経

営
の
改
善
の
た
め
に
行
う
措
置
に
関
す
る
計
画
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
十
二
条
第
三
項
関
係
）

二

同
意
市
町
村
が
農
業
経
営
改
善
計
画
を
認
定
す
る
要
件
と
し
て
、
当
該
農
業
経
営
改
善
計
画
が
農
用
地
の
効
率
的
か
つ

総
合
的
な
利
用
を
図
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
農
業
経
営
改
善
計
画
の
変
更
の
認
定

及
び
取
消
し
に
関
し
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
十
二
条
の
二
関
係
）

三

同
意
市
町
村
の
認
定
に
係
る
農
業
経
営
改
善
計
画
に
従
っ
て
認
定
農
業
者
に
出
資
し
て
い
る
関
連
事
業
者
等
に
つ
い
て

は
、
農
地
法
第
二
条
第
七
項
第
二
号
の
規
定
の
特
例
と
し
て
、
農
業
生
産
法
人
の
構
成
員
に
係
る
議
決
権
制
限
か
ら
除
外

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
の
三
関
係
）

第
二

集
落
営
農
組
織
の
担
い
手
と
し
て
の
育
成

一

農
用
地
利
用
改
善
団
体
は
、
当
該
団
体
の
構
成
員
か
ら
そ
の
所
有
す
る
農
用
地
に
つ
い
て
農
作
業
の
委
託
を
受
け
て
農
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用
地
の
利
用
の
集
積
を
行
う
集
落
営
農
組
織
（
農
業
生
産
法
人
を
除
き
、
農
業
生
産
法
人
と
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と

見
込
ま
れ
る
こ
と
等
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
二
に
お
い
て
「
特
定
農
業
団
体
」
と
い
う
。
）
を
農
用
地
利
用

規
程
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
第
四
項
関
係
）

二

特
定
農
業
団
体
が
、
そ
の
組
織
を
変
更
し
て
、
そ
の
構
成
員
を
主
た
る
組
合
員
、
社
員
又
は
株
主
と
す
る
農
業
生
産
法

人
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
農
用
地
利
用
改
善
団
体
が
農
用
地
利
用
規
程
を
変
更
し
て
当
該
農
業
生
産
法
人
を
定
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
同
意
市
町
村
の
認
定
を
要
せ
ず
、
変
更
後
の
届
出
で
足
り
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
農
用
地
利
用
規
程

の
変
更
の
認
定
及
び
届
出
並
び
に
取
消
し
に
関
し
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
の
二
関
係
）

第
三

遊
休
農
地
の
解
消
及
び
利
用
集
積
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置

一

同
意
市
町
村
の
長
は
、
農
業
委
員
会
の
要
請
に
係
る
農
地
が
引
き
続
き
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
こ
と
が
地
域
農
業

の
振
興
を
図
る
上
で
著
し
く
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
農
地
の
所
有
者
に
対
し
、
当
該
農
地
が
特
定
遊
休
農

地
で
あ
る
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
第
三
項
関
係
）

二

一
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
六
週
間
以
内
に
、
特
定
遊
休
農
地
の
農
業
上
の
利
用
に
関
す
る
計
画
を
同
意
市
町
村
の
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
第
四
項
関
係
）



- 3 -

三

同
意
市
町
村
の
長
は
、
二
の
届
出
に
係
る
計
画
に
当
該
特
定
遊
休
農
地
の
利
用
権
の
設
定
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
を
受
け

た
い
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
農
業
委
員
会
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
場
合
は
、
第
十

三
条
第
一
項
の
申
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
第
九
項
及
び
第
十
項
関
係
）

四

二
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
に
関
す
る
過
料
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
三
十
九
条
第
二
号
関
係
）

第
四

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


